
一
、
対
象
者

三
隅
町
内
に
居
住
す
る
お
お

む
ね
六
十
五
歳
以
上
の
方
で
、

身
体
が
虚
弱
の
た
め
、
日
常
生

活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
方

が
対
象
で
す
。
伝
染
性
疾
患
の

あ
る
方
、
精
神
障
害
の
あ
る
方
、

疾
病
等
で
入
院
治
療
の
必
要
な

方
、
リ
フ
ト
バ
ス
に
よ
る
移
送

不
能
な
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

虚
弱
老
人
の
方
と
は
、
日
常
動

作
に
一
部
介
助
か
必
要
な
方
で

例
え
ば
次
の
よ
う
な
方
で
す
。

歩
行
…
補
装
具
（
杖
）
等
を
使

用
し
て
自
分
で
歩
け
る
、
付

添
い
が
肩
や
手
を
貸
せ
ば
歩

け
る
方
。

排
泄
・：
介
助
か
あ
れ
ば
簡
易
便

器
で
で
き
る
。
夜
間
は
お
む

つ
を
使
用
す
る
方
。

食
事
・：
ス
プ
ー
ン
等
を
使
用
し

一
部
介
助
す
れ
ば
食
事
が
で

き
る
方
。

入
浴
・：
自
分
で
入
浴
で
き
る
が

洗
う
と
き
だ
け
介
助
を
要
す

る
、
浴
槽
の
出
入
り
に
介
助

を
要
す
る
方
。

着
脱
衣
…
手
を
貸
せ
ば
着
脱
で

き
る
方
。

二
、
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

①
入
浴
…
虚
弱
老
人
向
け
の
浴
室

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
入
浴
困
難
な
方
に
つ
い
て

は
、
寝
た
ま
ま
入
れ
る
浴
槽

も
あ
り
ま
す
。

②
給
食
…
利
用
者
に
は
昼
食
の
サ
ー

ビ
ス
を
し
ま
す
。
栄
養
士
に

よ
る
献
立
で
、
新
鮮
な
材
料

を
使
い
経
験
豊
か
な
調
理
員

に
よ
る
お
い
し
い
食
事
で
す
。

③
健
康
チ
ェ
ッ
ク
・：
脈
拍
、
体
温
、

血
圧
測
定
を
毎
回
実
施
い
た

し
ま
す
。

④
日
常
動
作
訓
練
…
病
弱
あ
る
い

は
、
障
害
の
あ
る
方
の
機
能

の
低
下
防
止
、
ま
た
は
回
復

の
た
め
の
日
常
生
活
動
作
の

訓
練
を
い
た
し
ま
す
。
理
学

療
法
装
置
な
ど
の
訓
練
器
具

を
備
え
て
い
ま
す
。

⑧
休
養
・：
お
年
寄
り
の
方
が
、
身

体
の
状
態
に
応
じ
て
和
室
、

洋
室
等
使
い
気
楽
に
過
ご
せ

ま
す
。

⑥
生
活
指
導
…
利
用
者
か
ら
の
求

め
に
応
じ
て
、
身
の
上
相
談
、

悩
み
ご
と
相
談
な
ど
生
活
全

般
に
つ
い
て
話
相
手
を
し
ま

す
。

⑦
家
庭
介
護
者
教
室
…
家
庭
で
の

介
護
の
方
法
、
お
よ
び
介
護

の
機
器
使
用
等
や
生
活
全
般

に
つ
い
て
、
助
言
が
で
き
る

よ
う
な
教
室
を
開
い
て
い
ま

す
。

③
送
迎
…
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
専
用

の
バ
ス
で
送
迎
し
ま
す
。

車
椅
子
な
ど
を
使
い
、
専
用

車
（
リ
フ
ト
付
き
）
で
介
護

者
が
付
き
添
い
ま
す
。

病
弱
で
も
歩
行
で
き
る
方
は

所
定
の
集
合
地
点
ま
で
送
迎

し
ま
す
。
送
迎
の
時
間
は
、

九
時
～
十
時
ま
で
に
迎
え
に

行
き
、
帰
宅
は
十
六
時
～
十

七
時
頃
に
な
る
予
定
で
す
。

三
、
運
　
営

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
明
和

苑
に
委
託
し
て
実
施
し
ま
す
。

四
、
登
録
人
員

概
ね
百
人
前
後
程
度
と
し
、

一
日
の
利
用
定
員
は
十
五
人
余

の
見
込
み
で
す
。

五
、
利
用
回
数

原
則
と
し
て
、
月
一
回
な
い

し
週
一
回
程
度
と
し
ま
す
。

六
、
利
用
日

毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

休
館
日
（
土
・
日
、
祝
祭
日
と

十
二
月
二
十
九
日
～
一
月
三
日
）

七
、
利
川
料

テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
の
原
材
料
費

等
と
し
て
、
一
日
六
〇
〇
円
を

利
用
者
に
負
担
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

八
、
希
望
者
の

登
録
申
請

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は
、
対
象

者
の
状
況
を
予
め
知
っ
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
登
録

申
請
が
必
要
で
す
。

九
、
申
し
込
み

申
込
み
は
、
地
区
民
生
児
童

委
員
さ
ん
ま
た
は
、
役
場
民
生

課
福
祉
係
で
す
。

※
詳
し
い
こ
と
は
、
役
場
民
生
課

福
祉
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。（
3
1
0
2
1
1

）
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